
Business Labor Trend 2011.12

48

　

厚
生
労
働
省
の
「
精
神
障
害
の
労
災
認
定

の
基
準
に
関
す
る
専
門
検
討
委
員
会
」（
座
長

　

岡
崎
裕
士
東
京
都
立
松
沢
病
院
院
長
）
は

八
日
、
う
つ
病
な
ど
の
精
神
障
害
の
労
災
認

定
に
要
す
る
時
間
の
迅
速
化
に
向
け
た
検
討

結
果
に
つ
い
て
、
報
告
書
を
ま
と
め
た
。
現

在
、
事
案
の
審
査
に
は
平
均
八
・
六
カ
月
を

要
し
て
い
る
が
、
業
務
に
よ
る
心
理
的
負
荷

の
評
価
基
準
を
明
確
化
す
る
と
と
も
に
審
査

方
法
を
改
善
す
る
こ
と
で
平
均
六
カ
月
程
度

へ
の
短
縮
を
め
ざ
す
。

請
求
件
数
が
12
年
で
28
倍
に

　

近
年
、
仕
事
上
の
ス
ト
レ
ス
か
ら
精
神
障

害
を
発
症
し
、
労
災
請
求
す
る
ケ
ー
ス
が
大

幅
に
増
加
し
て
い
る
。
九
八
年
に
は
四
二
件

だ
っ
た
請
求
件
数
は
二
○
一
○
年
に
は
約
二

八
倍
の
一
一
八
一
件
に
ま
で
膨
れ
あ
が
っ
た
。

労
災
事
案
の
審
査
に
は
平
均
で
八
・
六
カ
月

を
要
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
審
査
の
効
率
化

が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
、
厚
生
労
働
省
で

は
、
二
○
一
○
年
一
○
月
、
医
学
や
法
学
の

専
門
家
に
よ
る
検
討
会
を
立
ち
上
げ
、
認
定

基
準
の
明
確
化
や
審
査
の
迅
速
化
、
効
率
化

に
向
け
、
検
討
を
行
っ
て
き
た
。

よ
り
具
体
的
な
評
価
基
準
で

　

報
告
書
で
は
、
審
査
に
時
間
を
要
す
る
要

因
の
ひ
と
つ
に
現
行
の
認
定
の
基
準
が
わ
か

り
に
く
い
こ
と
に
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
明
確

化
・
具
体
化
す
る
こ
と
を
求
め
た
（
図
１
参

照
）。

　

現
在
、
厚
生
労
働
省
で
は
、
精
神
障
害
に

関
す
る
労
災
請
求
事
案
が
業
務
に
起
因
す
る

か
ど
う
か
を
判
断
す
る
際
の
基
準
と
し
て
、

「
職
場
に
お
け
る
心
理
的
負
荷
評
価
表
」
を

用
い
て
い
る
。

　

こ
の
評
価
表
に
は
、
業
務
上
の
心
理
的
負

荷
を
客
観
的
に
判
断
す
る
た
め
、
四
三
種
類

の
「
出
来
事
」
と
そ
の
平
均
的
心
理
的
負
荷

の
強
度
（
Ⅰ
～
Ⅲ
）
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、「
ひ
ど
い
嫌
が
ら
せ
、
い
じ
め
、

又
は
暴
行
を
受
け
た
」
と
い
う
出
来
事
の
場

合
、
も
っ
と
も
負
荷
の
強
度
が
大
き
い
Ⅲ
、

「
上
司
が
変
わ
っ
た
」
は
も
っ
と
も
負
荷
の

強
度
が
小
さ
い
Ⅰ
に
分
類
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
心
理
的
負
荷
の
強
度
の
評
価

は
、
①
発
生
し
た
出
来
事
を
評
価
表
に
記
載

さ
れ
た
具
体
的
な
「
出
来
事
」
に
あ
て
は
め

た
上
で
、
②
そ
の
「
出
来
事
」
自
体
の
心
理

的
負
荷
の
強
度
を
具
体
的
事
案
に
応
じ
て
修

正
・
評
価
し
、
さ
ら
に
③
「
出
来
事
後
の
状

況
が
持
続
す
る
程
度
」
の
評
価
を
行
い
、
こ

れ
ら
に
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
総
合
的
に
判

断
し
て
い
た
。

　

報
告
書
で
は
、
極
度
の
長
時
間
労
働
や
生

死
に
関
わ
る
事
故
へ
の
遭
遇
な
ど
心
理
的
負

荷
が
大
き
な
出
来
事
を
「
特
別
な
出
来
事
」

と
し
て
整
理
し
、
③
の
出
来
事
後
の
状
況
に

関
わ
り
な
く
、
そ
の
事
実
の
み
で
心
理
的
負

荷
を
「
強
」
と
認
定
で
き
る
よ
う
改
め
た
。

　

さ
ら
に
「
特
別
な
出
来
事
」
以
外
の
出
来

事
の
評
価
方
法
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
、

「
出
来
事
の
評
価
」、「
出
来
事
後
の
評
価
」

と
二
段
階
で
行
っ
て
い
た
が
、
手
続
き
が
煩

雑
で
あ
る
こ
と
や
ほ
ぼ
す
べ
て
の
事
案
に
つ

い
て
精
神
医
学
に
関
す
る
高
度
な
知
識
に
基

づ
く
判
断
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
一
回

の
総
合
評
価
で
判
断
す
る
方
式
に
改
め
る
と

と
も
に
判
断
の
目
安
を
設
け
た
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
評
価
表
で
も
従
来
の
「
出

来
事
」
自
体
の
心
理
的
負
荷
の
強
度
に
関
す

る
評
価
と
は
別
に
総
合
評
価
に
「
強
」「
中
」

「
弱
」
の
三
段
階
の
評
価
を
設
け
、
そ
の
具

体
例
を
記
述
す
る
こ
と
で
判
断
を
容
易
に
し

た
。
た
と
え
ば
、
業
務
で
達
成
困
難
な
ノ
ル

マ
が
課
さ
れ
た
こ
と
自
体
の
負
荷
は
中
程
度

（
Ⅱ
）
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
容
が
相
当
な

努
力
が
あ
っ
て
達
成
が
難
し
く
、
も
し
、
達

成
で
き
な
い
場
合
に
は
重
い
ペ
ナ
ル
テ
ィ
が

課
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
総
合
評
価
で

「
強
」
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

長
時
間
労
働
の
具
体
的
基
準
も

　

長
時
間
労
働
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
極
度

で
あ
っ
た
場
合
を
除
き
、
こ
れ
ま
で
心
理
的

負
荷
の
生
じ
る
出
来
事
と
し
て
評
価
し
て
い

な
か
っ
た
が
、
新
評
価
表
で
は
そ
れ
自
体
を

「
出
来
事
」
と
し
て
盛
り
込
み
、
心
理
的
負

荷
を
評
価
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
具
体
的
に

は
、
発
病
直
前
の
連
続
し
た
二
カ
月
間
に
一

月
あ
た
り
一
二
○
時
間
以
上
の
残
業
を
行
っ

た
場
合
や
連
続
し
た
三
カ
月
間
に
一
月
あ
た

り
一
○
○
時
間
以
上
の
残
業
の
行
っ
た
場
合

な
ど
は
総
合
評
価
で
「
強
」
と
判
断
さ
れ
る

こ
と
が
例
示
さ
れ
た
。

　

精
神
障
害
の
発
病
に
関
連
す
る
業
務
上
の

出
来
事
が
複
数
あ
る
場
合
の
評
価
基
準
も
定

め
ら
れ
た
。
各
出
来
事
の
総
合
評
価
が
い
ず

れ
も
「
強
」
に
該
当
し
な
く
て
も
、
各
々
の

出
来
事
の
関
連
性
や
近
接
の
程
度
な
ど
で
総

合
的
に
判
断
を
行
う
。

　

す
で
に
精
神
障
害
を
発
病
し
て
い
る
者
に

つ
い
て
、
業
務
に
よ
る
心
理
的
負
荷
で
症
状

が
悪
化
し
た
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
労
災
の
対

象
と
し
て
い
な
か
っ
た
が
、「
特
別
な
出
来

事
」
に
該
当
す
る
出
来
事
が
あ
り
、
そ
の
後
、

約
六
カ
月
以
内
に
精
神
障
害
が
著
し
く
悪
化

し
た
場
合
は
、
労
災
の
対
象
と
す
る
こ
と
も

盛
り
込
ま
れ
た
。

「
セ
ク
ハ
ラ
」
を
独
立
項
目
に

　

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
原
因
で

精
神
障
害
を
発
症
し
た
場
合
の
労
災
申
請
に

つ
い
て
は
、
申
請
者
が
詳
細
な
状
況
を
他
人

に
話
し
た
が
ら
ず
、
調
査
が
困
難
と
な
る
場

合
が
多
い
。
そ
こ
で
、
よ
り
深
く
実
態
を
把

握
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
検
討
会
の

下
に
「
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
事
案

に
係
る
分
科
会
」（
座
長　

山
口
浩
一
郎
上
智

大
学
名
誉
教
授
）
を
設
け
、
五
回
に
わ
た
り

検
討
を
お
こ
な
っ
た
。

　

セ
ク
ハ
ラ
は
従
来
の
評
価
表
の
な
か
で
は

「
対
人
関
係
の
ト
ラ
ブ
ル
」
と
し
て
整
理
さ

れ
て
い
た
が
、
新
し
い
基
準
で
は
独
立
さ
せ

た
。
こ
れ
ま
で
は
、
セ
ク
ハ
ラ
を
受
け
た
出

来
事
に
つ
い
て
、
そ
の
平
均
的
な
心
理
的
負

ト
ピ
ッ
ク
ス

労
働
災
害

1

精
神
障
害
の
労
災
認
定
で
新
基
準
―
厚
労
省
検
討
会
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荷
の
強
度
を
中
程
度
の
「
Ⅱ
」
と
し
て
い
た

が
、
総
合
評
価
に
お
い
て
「
強
」
と
な
る
基

準
を
示
し
た
。
た
と
え
ば
、
強
姦
や
本
人
の

意
思
を
抑
圧
し
て
行
わ
れ
た
わ
い
せ
つ
行
為

な
ど
は
そ
の
出
来
事
だ
け
で
心
理
的
負
荷
の

強
度
を
「
強
」
と
判
断
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た
、
性
的
な
発
言
の
み
の
セ
ク
ハ
ラ
の
よ

う
に
心
理
的
負
荷
が
「
中
」
程
度
で
あ
っ
て

も
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
反
復
継
続
さ
れ
、

会
社
側
も
そ
の
事
実
を
知
り
な
が
ら
適
切
な

対
応
も
行
わ
な
か
っ
た
場
合
な
ど
は
「
強
」

に
修
正
さ
れ
る
こ
と
な
ど
も
例
と
し
て
示
さ

れ
た
。

　

評
価
の
対
象
期
間
も
見
直
し
た
。
こ
れ
ま

で
は
例
外
な
く
、
発
病
前
お
お
む
ね
六
カ
月

以
内
の
出
来
事
の
み
を
評
価
対
象
と
し
て
い

た
が
、
発
病
の
六
カ
月
前
か
ら
継
続
し
て
い

る
セ
ク
ハ
ラ
や
い
じ
め
に
つ
い
て
は
、
そ
の

開
始
時
か
ら
発
病
ま
で
の
行
為
を
一
体
と
し

て
評
価
す
る
仕
組
み
と
し
た
。

　

さ
ら
に
各
都
道
県
の
労
働
局
に
専
門
の
職

員
を
配
置
し
、
申
請
者
や
関
係
者
に
対
し
、

聞
き
取
り
調
査
を
行
わ
せ
る
。

審
査
方
法
の
迅
速
化
も

　

報
告
書
に
は
審
査
方
法
の
迅
速
化
も
盛
り

込
ま
れ
た
（
図
２
参
照
）。
こ
れ
ま
で
は
、

発
病
時
期
や
発
病
が
業
務
に
起
因
し
て
い
る

か
ど
う
か
の
判
断
に
つ
い
て
、
精
神
科
医
三

人
で
構
成
さ
れ
る
専
門
部
会
の
協
議
を
経
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
改
正
案
で
は
、

自
殺
事
案
な
ど
判
断
が
難
し
い
場
合
を
除
き
、

こ
れ
を
省
略
で
き
る
仕
組
み
と
し
た
。
監
督

署
が
認
定
し
た
事
実
と
主
治
医
の
診
断
の
前

提
と
な
っ
て
い
る
事
実
に
矛
盾
が
な
く
、
そ

の
事
実
を
新
評
価
表
に
当
て
は
め
た
場
合
に

「
強
」
に
該
当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合

に
は
、
専
門
部
会
の
協
議
を
経
ず
、
主
治
医

の
意
見
に
基
づ
き
判
断
を
下
す
こ
と
が
可
能

と
な
っ
た
。

　

厚
生
労
働
省
は
今
後
、
報
告
書
の
内
容
に

つ
い
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
募
集
し
た

後
、
早
け
れ
ば
年
内
に
関
連
通
達
を
改
正
す

る
方
針
だ
。�

（
調
査
・
解
析
部
）

報告書

業務による心理的負荷（ストレス）の評価基準の改善

評価
方法

現行の運用 報告書案

価評るよに階段１価評るよに階段２

出来事の
評価

出来事後の
評価

総合評価＋ 出来事＋出来事後の総合評価

具体例

特別な
出来事

載記を例体具の荷負的理心の」弱「」中「」強「しな載記はに表価評荷負的理心

　・極度の長時間労働
　・生死に関わる事故への遭遇等心理的負荷が極度のもの

　「極度の長時間労働」を月１６０時間程度と明示
　「心理的負荷が極度のもの」に強姦やわいせつ行為等を例示

労働
時間

評価 　 セクシュアルハラスメントやいじめが長期間継続する場合には

　具体的な時間外労働時間数については、
  恒常的長時間労働を除き定めていない。

　 強い心理的負荷となる時間外労働時間数等を記載
　　　・２か月各１２０時間程度、３か月各１００時間程度
　　　・出来事＋月１００時間程度  等

期間

複数の
出来事

例外なく発病前おおむね６か月以内の出来事のみ評価
   ６か月を超えて評価

　一部を除き具体的な評価方法を定めていない。

　 具体的な評価方法を記載
　　・強＋中又は弱　→　強
　　・中＋中…　　　→　強又は中

・中＋弱 → 中

近接の程度、出来事の数、
その内容で総合判断

発病者
の悪化

　 発病後であっても特に強い心理的負荷で悪化した場合は
   労災対象とする

　既に発病していた場合には悪化したときであっても
  労災対象としない

→
　　・弱＋弱　　　　→　弱

医師の

案書告報行現

議協みの案事いし難が断判議協を数全に会部門専の医科神精

審査方法等の改善

意見

調査

専門員
の設置

　なし
　　セクシュアルハラスメント事案を行う専門職員等の
    配置と育成（予算要求中）

化略簡を査調の因要の外以務業う行を査調な細詳の因要の外以務業

図１　現行運用と報告書案の対比

F3 F4

図２　専門家の意見の聴取・判断の流れ


